
Vol.15 こどもの事故防止週間・こどもまんなか夏休み

こどもまんなかニュース
Vol.15（令和６年7月18日）



「こどもの事故防止週間」
関係省庁と連携し、予防の観点に立って「こどもを事故から守る」ことに取り組んでいます。
毎年実施している「こどもの事故防止週間」。令和６年度は、７月 15 日（月）から７月 21 日（日）までの１週
間、「熱中症による事故への安全対策」をテーマに、SNS等で、啓発活動を行ってまいります。
熱中症からこどもの身を守るためには、こどもの熱中症に関する情報を取得できる環境を整備するとともに、継続的にこど
もを取り巻く関係者等の意識向上、行動等を促していくことが必要です。
詳細はこども家庭庁のウェブサイトをご覧ください。
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こどもまんなか夏休み

今年もこどもたちに夏休みがやってくる！
夏休み期間中、こども家庭庁では「こどもまんなか」について、こどもたちが楽しく学べる
イベントを沢山企画してお待ちしております。
多様なイベントを通じて、こどもや子育て世帯を社会全体で応援する機運づくりのため
「こどもまんなか応援サポーター」をはじめ、企業・団体・自治体との連携の輪を広げて
いきたいと考えております。



「こどもまんなか夏休み」について
https://www.cfa.go.jp/natsuyasumi2024

「令和6年度 こどもの事故防止週間」について
https://www.cfa.go.jp/policies/child-safety-actions/special-week-2024
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こどもの事故防止ハンドブックについて
https://www.cfa.go.jp/policies/child-safety-actions/handbook
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